
様式第５号（第７条関係）                   

違反対象物一覧表（甲府市） 

令和８年６月２６日現在 

※所在地をクリックすると Google マップにリンクします。（建物によっては正確に表示できない場合があります。） 

●屋内消火栓設備、スプリンクラー設備が未設置または機能喪失の場合は、火災の際に初期消火が期待できず、延焼拡大のおそれがあります。 

●自動火災報知設備が未設置または機能喪失の場合は、火災の際に早期発見が遅れ、避難や初期消火が期待できず、延焼拡大のおそれがあります。 
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https://www.google.com/maps/place/%E7%89%B9%E5%88%A5%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E8%80%81%E4%BA%BA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E5%BF%AB%E6%99%B4%E8%8B%91/@35.6090782,138.56134,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x601bfa7152e18d43:0x5c12864cbb0bb135!8m2!3d35.6090782!4d138.5639149!16s%2Fg%2F1tj4h3b4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

